
 

新製品、新技術の開発等に取り組む企業の皆様へ！ 

 

 
 埼玉県では、次世代自動車やエコ住宅などに活かせる技術をはじめ、農商工連携による

新製品の開発など、今後の成長が期待できる分野に参入しようとする中小企業の皆様を支

援するため、次の補助金を交付いたします。 

 

  県内に登記簿上の本店と主たる事業所を有する中小企業者、中小企業組合。 

ただし、みなし大企業は除きます。 
※ 「みなし大企業」とは、 (1)同一の大企業で資本金の１／２以上を占めている企業 
   (2)複数の大企業で資本金の２／３以上を占めている企業 
   (3)大企業の役職員が役員総数の１／２以上を占めている企業 

 

県内の中小企業者等が、単独または他の企業や大学、研究機関等と連携して、

新製品や新技術の開発等を実施する事業で、次の要件に該当するもの。 

・ 新規性・先進性に優れ、次世代産業参入のモデルケースとなるもの 

・ 課題が明確で、平成２３年度内に技術開発や試作品開発等が可能なもの 等 

  

①一般分野 

 対象：全分野、 補助率：補助対象経費の２分の１以内、補助額：３００万円以内 

  交付件数：１４件程度 

②重点分野 

 対象：次世代産業の発展に寄与すると認められる分野 

     （例：次世代自動車、エコ住宅、エコ設備、農商工連携など） 

 補助率：補助対象経費の２分の１以内、補助額：３００万円超１,０００万円以内 

  交付件数：５件程度 

※補助金は精算払いとなります（補助対象経費は別表のとおり）。 

 

 1次審査（書類審査）を行い、その通過者に対して２次審査（プレゼンテーション審

査）を行います。１次審査の結果は平成２３年６月上旬に通知します。２次審査は６

月中旬に実施し、審査結果を踏まえて交付対象者を決定します。  

 

平成２３年４月２１日（木）～５月２６日（木） １７時まで  
 （土日祝日を除く ９時～１２時、１３時～１７時） 

※郵送による受付は行いません。申請先（産業支援課）へ直接御持参ください。 

なお、申請の際には事前に電話連絡をくださるようお願いします。  

 ※申請に必要な書類の様式は埼玉県庁（産業支援課）のホームページからダウン 

    ロードできます。 

  

 

 

 

〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１（埼玉県庁 本庁舎４階） 

埼玉県産業労働部 産業支援課 新産業企画・創業支援担当 碓井、小野寺、増子 

ＴＥＬ ０４８－８３０－３７３７  ＦＡＸ ０４８－８３０－４８１３ 

埼玉県次世代産業参入支援事業費補助金の御案内 
 

対 象 者 

対象事業 

補助金額等 

選 考 

受付期間 

お問い合わせ先 

 彩の国 埼玉県 

 

平成２３年度 

埼玉県マスコット「コバトン」 



 

 

 

（１）補助事業が設備投資目的（生産設備の購入、工場建設、店舗改装など）ではなく、自社で解決

すべき技術的な課題が存在すること。 

（２）補助事業の実施に際して、事業のほぼ全部を第三者に委託（外注）するものでないこと。 

（３）埼玉県内で引き続き１年以上事業を営むこと。 

（４）同一の事業内容で、国等の他の補助金等を取得していないこと。 

（５）組合等の場合、事業及び経費の分担が明確であり、構成員への成果普及体制が整っていること。 

（６）補助事業としての採択後、補助事業の情報（企業名、補助事業テーマ、補助金額等）の公表が

可能であること。 

（７）補助事業を、交付決定日以後に開始し、平成２４年２月末日までに完了できること。 

 

 

 

(１) 補助事業計画書（様式指定）       １部 

(２) 売上高・雇用に関する説明資料                                          １部 

(３) 事業税に係る納税証明書（直近１期分）         １部 

(４） 決算書３期分（貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、利益処分案、付属明細書含む）   ４部 

 ※財務諸表が１年分しかない場合は、ご相談ください。  

(５) 商業登記簿謄本（３か月以内）の写し（個人の場合は住民票の写し）   １部 

(６) 会社案内                      １０部 

 

※以下の書類は、該当する方のみ提出していただきます。 

(７) 補助事業計画を説明する資料がある場合は当該資料    １部 

   （設計図などを含めＡ４用紙２０枚以内） 

(８) 組合の場合は、組合員名簿、事業及び経費の分担内訳、 

   構成員への成果普及体制を明記した書類      １部 

(９) 任意グループの場合は下記の書類              各１部 

ア 任意グループﾟ規約、組織図 

イ 代表者選任方法及び意思決定方法について記載した書類 

ウ 補助事業実施等に対する責任の所在を記載した書類 

エ 参加企業概要（参加企業ごとの所在地、代表者、資本総額） 

(10) 他の補助金を受けたことがある場合、現在申請中の他の補助金がある場合は、 １部 

   その補助金名、補助年度、補助事業の概要を記載した書類 

 

提出した書類は、採択の可否に関わらずお返しできません。 

申請要件 

提出書類 



 

（別表） 

補 助 対 象 経 費 

経費区分 内   容 

原材料費 試作品等の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される

原料、材料の購入に要する経費 

機械装置・工具

器具費 

研究開発に必要な機械装置・工具・器具類の購入、製造、改良、

据付け、借用、保守又は修繕に要する経費 

産業財産権出願 

・導入費 

開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・

実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費 

技術指導費 研究開発を行うに当たって、外部（専門家等）から技術指導を受

ける場合に要する経費 

構築物費 研究開発に必要な構築物の購入、建造、改良、借用、保守又は修

繕に要する経費 

販路開拓費 開発した製品等の販路開拓に要する経費 

 

人件費 開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費 

 

委託費 自社内で不可能な研究開発事業の一部について、外部の事業者等

に委託する場合に要する経費 

その他経費 上記以外で、知事が特に必要と認める経費 

 

※ 人件費に係る補助対象経費は、人件費を除いた補助対象経費の合計額の１／２以内。 

 
（日程の目安） 

 募集                     平成２３年４月２１日～５月２６日 

  ↓ 

 第 1 次審査（書類審査）            平成２３年６月上旬 

  ↓ 

 第 2 次審査（プレゼンテーション審査）     平成２３年６月中旬 

  ↓ 

 交付決定                   平成２３年７月中旬 

  ↓ 

 補助事業実施                 交付決定後～ 

  ↓ 

 中間検査                   平成２３年１０～１１月 

  ↓ 

 実績報告書の提出               平成２４年２月 

  ↓ 

 検査･補助金額の確定              平成２４年３月 

  ↓ 

  補助金交付（精算払い）            平成２４年３月下旬

事業スケジュール 



 

 

 

下記の条件、制限に違反した場合には、交付決定を取り消したり、補助金の返還を求める

ことがあります。 

［１］事業実施における義務事項 

① 事業日誌及び経費支出状況表の作成 

② 事業記録の整備保管（補助事業終了後５年間） 

③ 補助対象物件の他用途使用の禁止 

④ 補助対象物件に対する表示 

⑤ 補助事業に係る試作品、機械装置、仕損品等の保管（補助事業終了後５年間） 

※以下について該当する場合は、義務事項が発生します 

⑥ 消耗品の記録（補助事業終了後５年間） 

⑦ 預り書の整備保管 

⑧ 事業計画の変更（中止、廃止を含む）の制限 

⑨ 財産処分の制限 

［２］経理における義務事項 

① 補助金流用の禁止 

② 帳簿の記載、支出関係書類の整備保管（補助事業終了後５年間） 

③ 決済方法の制限（原則として、下記の決済方法はできません） 

・現金（領収書）による決済 

・手形裏書譲渡による決済 

・補助事業年度の平成２３年度以外に決済となる手形支払 

・補助事業以外との混合または相殺による決済 

④ 補助事業物件の速やかな検収 

［３］報告書類の提出について（いずれも様式指定） 

① 遂行状況報告書   〔提出時期：補助事業年度１０月〕 

② 実績報告書   〔提出時期：補助事業年度 ２月〕 

③ 企業化状況報告書  〔提出時期：補助事業終了後５年間〕 

※以下の報告書類は該当する場合に提出いただきます 

④ 計画変更承認申請書 

⑤ 遅延報告書 

⑥ 財産処分承認申請書 

⑦ 産業財産権取得等の届出 

［４］その他注意事項 

① 機械装置等の購入については、補助事業に係る試作開発等に限定して使用する

ものでないと対象となりません。 

② 補助事業の成果の企業化、産業財産権等の譲渡又は実施権設定及びその他当該

補助事業の実施結果の他への供与による収益を得たと認められた場合、その収益

の一部を県に納付（納付額は補助金以下）しなければなりません。 

③ 補助事業完了後の確定検査を経ないと補助金は交付できません。補助金交付確

定までは自己資金で事業を遂行していただきます。 

補助事業に係る主な注意事項 


